
要領_「令和６年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」における源泉控除対象配偶者(※1)及び配偶者控除(配偶者特別控除)を適用するための書類上の要件

配偶者

扶養控除等(異動)申告書にお

ける源泉控除対象配偶者

（水色用紙）の印字

源泉控除対象配偶者の判定 提出書類

該当する
①「令和6年分給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」

（所得区分(※2)はA-①、A-②、A-③であること）

該当しない

①源泉控除対象配偶者を取消した「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」（水色用紙）

②「令和6年分給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」

（所得区分はA-①、A-②、A-③以外であること）

　※所得超過の場合は提出不要

該当する

①源泉控除対象配偶者を記入した「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

②「令和6年分給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」

（所得区分はA-①、A-②、A-③であること）

該当しない

①「令和6年分給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」

（所得区分はA-①、A-②、A-③以外であること）

　※所得超過の場合は提出不要

あり ①源泉控除対象配偶者を取消した「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」（水色用紙）

なし 特になし

※1 源泉控除対象配偶者とは…

あなた（令和6(2024)年中の所得の見積額が900 万円（給与所得だけの場合は、給与収入1,100 万円以下（所得金額調整控除の適

受けない場合は1,095 万円以下））と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払いを受ける人などを除く）で

令和6(2024)年中の所得の見積額が95 万円（給与所得だけの場合、給与収入150 万円）以下の者

※2 「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」における

 基礎控除（区分Ⅰ）と配偶者控除等（区分Ⅱ）の組み合わせ

なし

あり

あり

なし
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